
人 事 評 価  職務内容や勤務実態に応じて、評価基準や評価項目を設定し評価を行います。

そ の 他  条例等の改正により勤務条件等については、変更される場合があります。

服 務

 正規職員と同じく地方公務員法に規定する服務の規定が適用されます。（服務
の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜
行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行
為等の禁止など）
 また、「分限処分及び懲戒処分」の規定が適用となります。

勤 務 条 件

①勤務時間・勤務日・休日
　週の勤務時間は、職種により異なりますが、基本的には月曜日から金曜日まで
の午前８時３０分から午後４時３０分まで（休憩１時間）の範囲内で１日の勤務
時間が割り振られますが、職種によっては、早番・遅番などのシフト勤務や土曜
日・日曜日勤務がある場合もあります。
　※【別表】職種一覧表をご確認ください。

②休暇
　年次休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休
暇、夏季休暇等、無給休暇として介護休暇等が取得できます。

③勤務場所
　深浦町役場本庁舎もしくは支所

給 与

①報酬
　報酬は、月額、日額又は時間額で支給されます。
　報酬の額は、常勤職員の給料月額を定める行政職の給料表を基礎に、職種、業
務内容、勤務形態等に応じて決定されます。
（支給要件に応じて、通勤費分費用弁償、期末・勤勉手当が支給されます。退職
手当等は支給されません。）
　※【別表】職種一覧表をご確認ください。

②その他
　時間外勤務又は休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算又
は手当が支給されます。

社 会 保 険
 雇用保険法、厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法（短期組合員）等の
被保険者となります。

条 件 付 採 用
 １か月間の条件付採用期間があり、この期間を良好に勤務した場合に正式採用
とります。

任 用 期 間 １会計年度以内（令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで）

深浦町会計年度任用職員採用試験のお知らせ
 町では次のとおり会計年度任用職員を募集します
　※地方公務員（非常勤職員）として、深浦町役場等で勤務していただきます。
　　主な仕事は、正規職員の事務補助となります。

　　◎受付期間　令和８年４月２４日（金）～ 令和８年５月８日（金）　【必着】

　　◎試 験 日  令和８年５月２０日（水）　午後２時～

　　◎試験会場　深浦町役場　２階　庁議室

１　全職種共通事項



（注）①受験申込書、②面接カードについては、町ホームページからダウンロード
　　　するか、役場総務課、両支所で配付します。

受 付 期 間

令和８年４月２４日（金）～ 令和８年５月８日（金）　【必着】
①持参の場合　平日：午前８時１５分から午後５時まで
（土・日曜日、祝日を除く）

②郵送の場合　封筒の表に「会計年度任用職員申込書」と朱書きしてください

面 接 日 時
令和８年５月２０日（水）　午後２時から
※集合場所等を記載したお知らせを後日郵送します。

申 込 及 び
問い合わせ先

深浦町役場　総務課　行政係
　〒０３８－２３２４　深浦町大字深浦字苗代沢８４番地２
　電話０１７３－７４－２１１２

提 出 書 類

①受験申込書（希望する職区分及び試験区分を必ず記載してください。）

②面接カード

③資格取得を証明する書類の写し（必須資格がある職種）
※試験終了後の応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

２　受験資格

〇地方公務員法第１６条により、次のいずれかに該当する者は受験できません
（１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな
　　　るまでの者
（２）深浦町の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
（３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
　　　することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
〇障がい者雇用については、障がい者手帳の交付を受けており、自力で通勤し、介助なしで職
　務の遂行が可能である者

３　採用の方法

　選考（書類審査及び面接試験）により採用者を決定します。

４　合格発表

　５月中に合否の結果を受験者本人へ文書で通知します。
　なお、結果については、電話や電子メール等による問い合わせにはお答えできません。

５　受験手続


